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それでは皆様、こんにちは。本日は、ご多用の中、またお暑い中、

お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。〈開会につ

いてのごあいさつ〉 

会議を始める前に、事務局及び当協議会の委員の交代がございまし

たので、事務局から報告をしていただきたいと思います。 

改めまして、皆様こんにちは。事務局の村上でございます。はじめ

に事務局の交代につきまして、ご報告申し上げます。 

〈事務局の交代について報告〉 

新しい職員より一言ずつご紹介をさせていただきます。 

〈職員よりあいさつ〉 

続きまして、当協議会の委員につきまして、３名の方が交代されま

したので、ご報告申し上げます。 

〈委員の交代について報告〉 

お手元に当協議会の名簿をお配りしてございますので、ご確認のほ

ど、お願い申し上げます。 

それでは、これより新しく委員になられた方々の委嘱状を交付させ

ていただきます。本来であれば市長から、交付を行うところでござい

ますが、市長が所用のため欠席しておりますので、私の方から委嘱状

を交付させていただきます。 

〈委嘱状の交付〉 

どうもありがとうございました。それでは、ただ今新しく委員にご

就任された皆様から、一言ずつご挨拶をいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

〈委員より挨拶〉 

どうもありがとうございました。ただいまから、国民健康保険運営

協議会を開催させていただきます。早速、議事に入ります。事務局か
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ら本日の出席状況につきまして、報告をお願いいたします。 

本日の出席委員でございますが、委員総数１７名中、出席委員１３

名でございます。また、東大和市国民健康保険条例第２条に定めます

各選出区分からご出席がございますので、東大和市国民健康保険運営

協議会規則第７条により、会議は成立しておりますので、お知らせを

いたします。 

どうもありがとうございました。それでは、次に議事録署名人の指

名をさせていただきます。 

〈議事録署名人を指名〉 

それでは、お手元にお配りしております次第によりまして、進めさ

せていただきます。 

はじめに、「日程第１ 職務代理の選任について」ということで事

務局からお願いします。 

保険年金課長の岩野でございます。着座にて進めさせていただきま

す。職務代理の選任についてでありますが、会長職の職務代理にご就

任していただいておりました、中村庄一郎委員が辞任されましたこと

から、現在、職務代理が空席となっております。 

そこで、改めまして職務代理の選任について、お願いをするところ

でございます。 

なお、慣例といたしまして、職務代理につきましては、公益代表の

中で市議会から推薦されました委員の方に、ご就任をいただいている

ところでございます。説明としては、以上でございます。 

ありがとうございます。ただいま、事務局から説明がありました

が、職務代理につきましては、これまで、慣例として、公益代表の中

で市議会から推薦された委員の方ということで、お願い、就任してい

ただいております。 
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そこで、今回につきましても、市議会から推薦されました関田正民

委員に、職務代理をお願いしたいと思いますが、皆様、関田委員いか

がでしょうか。 

〈拍手多数〉 

ありがとうございました。全員、拍手ということで、関田正民委員

に職務代理をお願いします。 

それでは、続きまして、「日程第２ 平成３０年度東大和市国民健

康保険事業特別会計決算（見込）について」を説明をお願いいたしま

す。  

私から説明をさせていただきます。議題の説明の前に、お手元にお

配りさせていただいております資料等の確認をさせていただきます。 

お手元に、本日の次第、それから運営協議会委員の名簿、運営協議

会資料、５ページものになりますが、以上３点をお配りさせていただ

いております。不足等ございましたら挙手していただければ、事務局

でお持ちいたします。不足ございませんでしょうか。よろしいです

か。ありがとうございます。 

それでは、「日程第２ 平成３０年度東大和市国民健康保険事業特

別会計決算（見込）について」ご説明申し上げます。お手元の運営協

議会資料の表紙をおめくりいただき１ページをご覧ください。 

はじめに歳入でございます。歳入につきましては、表の中ほどの平

成３０年度収入済額「Ｃ」の覧と、一番右側の平成２９年度と平成３

０年度の収入済額の差額「Ｃ―Ｄ」の欄を中心に、各款ごとにご説明

申し上げます。 

第１款、国民健康保険税は、収入済額１７億２，２３８万２，１１

０円で、前年度に比べまして、３９７万８，８２６円の増でありま

す。 
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ここで、下段の表をご覧いただきまして、国民健康保険税の収納率

についてご説明申し上げます。 

収納率につきましては、現年課税分が９４．６％、前年度に比べま

して１．０ポイントの増、滞納繰越分は２７．１％、前年度に比べま

して０．６ポイントの減で、合計では８３．２％、前年度に比べまし

て１．７ポイントの増であります。 

上の歳入の表にお戻りください。 

第２款、使用料及び手数料は、実績がございませんでした。 

第３款、国庫支出金は、収入済額８，０００円で、前年度に比べ、

２１億３，８７９万７３９円の減であります。 

大幅な収入済額の減となっておりますが、これは、国民健康保険の

制度改革によりまして、予算の仕組みが変更されたことによるもので

あります。 

この８，０００円につきましては、東日本大震災により被災された

被保険者の国民健康保険税減免措置に係る補助金分であります。 

第４款、療養給付費等交付金は、実績はございませんでした。 

第５款、都支出金は、収入済額５９億３，５９６万１，２６５円

で、前年度に比べまして、５３億６，３８１万１，７９７円の増でご

ざいます。 

大幅な増額となっておりますが、理由といたしましては第３款国庫

支出金と同様に、国民健康保険の制度改革によりまして予算の仕組み

が変更されたことによるものであります。 

内容といたしましては、主に、保険者努力支援制度や東京都からの

交付金等でございます。 

第６款、繰入金は、収入済額１０億８，１６８万１，９６７円で、

前年度に比べまして、２億１，７３１万２千円の減でございます。 
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内容といたしましては、職員人件費等の法定内の繰入金、および、

赤字補填分の繰入を含む法定外の繰入金でございます。 

第７款、繰越金は、収入済額３億９，３９１万６，２３０円で、前

年度に比べまして、３億１，０７３万３，２５８円の増でございま

す。 

内容といたしましては、平成２９年度の精算による剰余金等でござ

います。 

第８款、諸収入は、収入済額３，３３６万４，５９４円で、前年度

に比べまして、６１３万４，８１２円の減でございます。 

国民健康保険税の延滞金等でございます。 

その下、前期高齢者交付金および共同事業交付金につきましては、

国民健康保険の制度改革による予算の仕組みの変更によりまして、科

目自体がなくなり、皆減となってございます。 

以上のようにいたしまして、歳入合計は、収入済額９１億６，７３

１万４，１６６円で、前年度に比べまして、１６億２，２０３万６，

３３４円の減でございました。 

１枚おめくりいただき、資料の２ページをご覧ください。 

次に、歳出でございます。 

歳出につきましては、平成３０年度支出済額「Ｂ」の欄を、各款ご

とにご説明申し上げます。 

第１款、総務費は、支出済額１億３，０９８万１９７円で、執行率

は９３．３％でございました。 

内容は、職員の人件費、レセプト点検等の委託料、また、納税通知

等の郵送料など、国民健康保険の事務執行に係る経費でございます。 

第２款、保険給付費は、支出済額５７億７，９３９万２３７円で、

執行率は９１．８％でございます。 
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医療費及び出産育児一時金並びに葬祭費等を内容とするもので、被

保険者の減少の影響から、前年度に比べまして、３億５，５６２万

９，３４５円の減となりました。 

第３款、国民健康保険事業費納付金は、２５億９２７万７，３７２

円で、執行率は９９．９％でございます。 

国民健康保険の広域化によりまして、財政運営の責任主体となりま

した東京都への納付金でございます。 

第４款、共同事業拠出金は、支出済額８７５円で、執行率は８．

８％でございます。 

こちらは、国民健康保険団体連合会に支払う、退職被保険者にかか

る事務費でございます。 

第５款、保健事業費は、支出済額１億２，０５６万５，５２６円

で、執行率は７８．９％でございます。 

レセプトデータを活用いたしました保健事業の経費、及び特定健康

診査、特定保健指導を実施するための経費、東大和市ロンドみんなの

体育館との連携事業にかかる経費等でございます。特定健康審査及び

特定保健指導の実施状況につきましては、その下３ページに記載して

ございますので、後程ご覧ください。 

第６款、公債費は、一時借入金の利子分を予算計上いたしました

が、支出はございませんでした。 

第７款、諸支出金は、支出済額４億６４９万８，７５７円で、執行

率は９９．３％でございます。 

平成２９年度決算の精算による返還金、被保険者資格喪失等に伴う

国民健康保険税の還付金等、及び一般会計繰出金でございます。 

第８款の予備費の支出はございませんでした。 

その下、後期高齢者支援金等から、介護納付金までは、国民健康保
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険の制度改革によります予算の仕組みの変更により科目がなくなり、

皆減となってございます。 

以上のようにいたしまして、歳出合計は、支出済額８９億４，６７

１万２，９６４円、前年度に比べまして、１４億４，８７２万１，３

０６円の減となってございます。 

最後に、表の一番下段をご覧ください。 

ただいまご説明申し上げました、歳入と歳出により、歳入歳出差引

額が、２億２，０６０万１，２０２円で、実質収支額も２億２，０６

０万１，２０２円でございました。 

説明は以上でございます。ご質問等ございましたら、お願いいたし

ます。 

どうもありがとうございました。それでは、早速皆様方から質問が

ございましたら、お受けしたいと思います。よろしくお願いします。 

ロンドみんなの体育館の無料利用事業がありますよね。あれは、利

用率というのが、今のところあまり多くはないような感じに見えるの

ですけど、そんなことはないのでしょうか。   

初年度ですので、なかなか比較というの難しいのですが、利用人数

延べで約９０名弱というところでございます。これは聞き取りになる

のですけれども、体育館の職員からは、多くの方が登録を行いまし

て、引き続き体育館利用を行っていらっしゃるということで、そうい

う意味では一定程度健康づくりへの効果というのは、見込まれていく

のではないかと、とらえてございます。 

今回のこの見込みというのは、今９０人ですけど、今回は何人ぐら

い見込みで取ってるのですか。予算は。要するに、今年は９０人だけ

ど来年は１２０人ぐらいで見込むから、１２０人ぐらいで見込んで予

算を取っているとかそんなことはありますか。 
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そうですね、今年度予算といたしましては、だいたい２００名強ぐ

らいの予算取りで考えてございます。 

ありがとうございました。 

ほかに。それではよろしければ次に進めさせていただきたいと思い

ます。「日程第２ 平成３０年度東大和市国民健康保険事業特別会計

決算（見込）について」を終了とさせていただきます。 

次に「日程第３ 平成３１年度東大和市国民健康保険事業特別会計

補正予算（案）について」をお願いします。 

続きまして、日程第３、平成３１年度東大和市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）案につきまして、ご説明申し上げます。 

１枚おめくりいただきまして、資料の４ページをご覧ください。ま

ず、全体の補正額でございますが、表の一番下の歳入合計欄及びその

隣の表の歳出合計欄の補正額の欄でございます。歳入、歳出それぞ

れ、２億２，４２１万５千円の増額となってございます。 

はじめに、左側の表、歳入でございます。 

第５款、繰入金は、歳出の総務費（一般管理費）におけます窓口業

務等委託料を計上するため、３６１万３千円を増額したものでござい

ます。 

第６款、繰越金は、平成３０年度の決算に伴いまして、歳計剰余金

が確定いたしましたことから、前年度繰越金２億２，０６０万２千円

を増額したものでございます。 

以上のようにいたしまして、歳入の補正額は、２億２，４２１万５

千円を増額したものでございます。 

次に右側の表、歳出でございます。 

第１款、総務費につきましては、一般管理費の委託料といたしまし

て、窓口業務等の委託料３６１万３千円を計上するため、増額したも
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のでございます。 

予定といたしましては、この補正予算が可決されたのち、令和２年

の年明け以降に、委託業者との契約を取り交わし、令和２年４月から

本格稼働する予定でございます。 

契約自体は令和５年度までとし、その都度、委託料を予算に含めて

まいります。 

第６款、諸支出金は、平成３０年度の精算といたしまして、東京都

への返還金７９万円、一般会計繰出金２，５１６万３千円、及び国民

健康保険事業運営基金費１億９，４６４万９千円、合計２億２，０６

０万２千円を増額したものでございます。 

この国民健康保険事業運営基金につきましては、後程ご説明いたし

ます。 

以上のようにいたしまして、歳出の補正額は２億２，４２１万５千

円を増額したものでございます。 

これによりまして、補正後の歳入歳出それぞれの予算総額は、８９

億９，３３９万９千円となりました。 

その下、資料の５ページをご覧ください。国民健康保険事業運営基

金の活用についてであります。 

国民健康保険の制度改革が実施されまして、都道府県が国民健康保

険財政の責任主体となったことから、財政の仕組みが変更されまし

た。 

そのため、これまで、市区町村で負担しておりました保険給付の費

用を、都道府県が交付金として全額負担することとなりました。 

現状でも、国民健康保険事業運営基金につきましては条例としては

ございますが、主に保険給付に不足が生じた際の財源として活用する

ことを想定しておりました。そこで見直しを行いまして、国民健康保
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険事業の健全な運営に活用するため、積立てを始めたいと、このよう

に考えてございます。 

見直しを行った後の、基金の主な活用方法案につきましては、下記

のとおりとなります。それぞれの内容につきましてご説明いたしま

す。 

はじめに①の医療に係る保険給付の精算に不足が生じた際の充当に

ついてでございます。 

医療にかかる保険給付につきましては、東京都が交付金を交付する

ことで全額負担することとなっております。しかしながら、年度末に

算定するひと月分のみ、年度内の交付金交付が間に合わないので、事

前に見込の概算で東京都から保険給付の費用が市に支払われ、後に精

算を行うこととなります。 

その見込の概算内で保険給付が足りれば良いのですが、不足が生じ

た場合には、市が一時的ながら不足分を補う必要があるため、その際

にこの基金を活用したいと、このように考えてございます。 

次に、②の国民健康保険事業費納付金の精算の結果、不足が生じた

際の影響額への充当についてであります。 

東京都は、年度の保険給付費の見込を立てまして、必要となる納付

金額を算定いたします。市区町村は、この納付金を東京都に支払うこ

とになりますが、東京都は、この納付金を財源の一部として、保険給

付の交付金の交付を行います。 

ただし、東京都の見込を上回る保険給付が生じた場合、財源に不足

が生じることとなります。 

この時の、不足する財源につきましては、東京都により補填される

こととなりますが、翌々年度の納付金の、加算の要因となります。 

こうした加算分につきまして、保険税算定に影響を及ぼさないよう
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に、この時に基金を活用したいと考えてございます。 

最後に、③の保険税の抑制（必要時）についてであります。市で

は、国民健康保険財政の健全化を進めておりまして、令和５年度まで

に一般会計からの赤字補填繰入れを解消する取り組みを行ってござい

ます。医療費の適正化や、収納率の向上に合わせまして、保険税の見

直しを行ってるところではありますが、東京都全体の医療にかかる保

険給付の費用が増額いたしまして、市の納付金額が影響を受けること

で、保険税が著しく急増する場合など、その都度の状況に応じて必要

性があるものと判断される際には、基金を保険税の抑制に活用するこ

とを考えてございます。 

なお、今回の補正予算では、基金積立費といたしまして、１億９，

４６４万９千円を計上してございます。先ほど説明させていただいた

とおりでございます。ですが、今後、ここからさらに東京都への保険

給付の清算による返還金が生じる見込でございますので、最終的な積

立額につきましては、後日、改めてご報告させていただきますので、

よろしくお願い申し上げます。 

この国民健康保険事業運営基金につきましては、９月の議会に、条

例の一部改正を上程する予定でございます。説明は以上でございま

す。よろしくお願い申し上げます。 

 どうもありがとうございました。このことにつきまして、皆様方か

らご質問があれば受けたいと思います。はい、お願いします。 

 これ、今３つありますよね。案として。この中のどれが一番、お金

がかかると思っていますか。積立金の中で一番、お金がかかるのはど

れなのかというのを知りたいと思ったのですが。 

 広域化されまして、３０年度１年しか経ってございませんので、な

かなかその影響というのを見込むのは難しいところはございますが、
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ただ②の納付金の精算の結果、不足が生じた場合というのは、これは

納付金算定自体が、東京都全体に及ぶものでございますので、例えば

それが、影響として大きく出る可能性としては孕むものは、大きいか

なと捉えてございます。それが、翌々年度の納付金の算定の際に、不

足分がたけてくることになりますので、たけて来られた分、加算要因

として追加された分につきまして、この基金を活用するということを

考えてございます。以上でございます。 

 ありがとうございました。 

 よろしいですか。ありがとうございます。ほかに、どなたか。なけ

れば、それでは「日程第３ 平成３１年度東大和市国民健康保険事業

特別会計補正予算（案）について」を終了とさせていただきます。 

 最後に、「日程第４ その他」として、事務局から何かございます

か。 

 私のほうから、事務連絡となります。本日、委員にご就任いただき

ました方の席上に「運営協議会委員のための国民健康保険必携」とい

う小冊子を配布させていただいてございます。国民健康保険に関する

参考図書として、ご活用いただければ幸いです。お持ち帰りいただけ

るように封筒もご用意してございますが、もし封筒がご不要であれ

ば、そのまま席に置いて残しておいてください。よろしくお願いいた

します。私からは以上でございます。 

 どうもありがとうございました。本日の総括として、皆様方から、

全てを通じて、何かございますでしょうか。 

 ひとつ良いですか。 

 はいどうぞ。 

 ３ページ目のところなのですけれども、先ほど説明がなかったの

で、教えていただきたいのですけれども、特定保健指導の実施率が、
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年々下がってきている状況というのがあるのですけれども、市として

は、実施率の向上に努めるやり方、あとは実際に、３１年度もそうで

すけれども、そのあとも、データヘルス計画という形で、今、策定さ

れていると思うのですけれども、最終的な目標数値、実施率の目標数

値がいくつなのか、教えてもらっても良いですか。 

 まずは保健指導の実施率向上につきましては、非常に私どもといた

しましても、年々の低下というのは課題視してございます。保健指導

を利用していただけるようなＰＲの方法を、見直しているところでご

ざいます。また、やり方といたしまして、これまで初回面談を、１か

所に皆さんに集まっていただいて行うというやり方で保健指導をやっ

ておりますけれども、その初回面談につながる方法ということで、ほ

かの方法はないのかというところを、検討しているところでございま

す。例えば、特定健康診査の結果というのを、当市の場合、結果を取

りに行くことになるのですけれども、その時に例えば保健指導の該当

にあたる方につきましては、保健指導の案内をその場で勧めていただ

くようにとか、そういう方法を検討しているところでございます。 

 例えば健診と同時に初回面談ということも、視野に入れているとい

うことですか。 

 方法として、そういうことを行っている自治体があるということ

は、こちらとしても認識してございますが、それが果たしてできるか

どうかというのは、検討の課題となると考えてございます。 

 実際に時が経ってしまって初回面談という形になりますと、対象者

の方はやはり重い腰になると思うのですよ。ですから、そこで鉄は熱

いうちに打てではないですけれども、そこで指導という、初回面談を

されるというので、先生方もいらっしゃるので、先生方のところがも

し健診の機関という形であれば、そういうところで、そのまま初回面
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談ができるという形であれば、継続支援という形になりますので、別

の方策で、実施率の向上というのが上がっていくのではないのかな

と。あくまで保険者目線からすると、そういう形のところはあるので

すけれども、そのあたりお考えいただいて、向上していかないと、こ

れは保険者の義務化を、制定されているものなので、このままの実施

率という形になると、そもそも法律を遵守できていないような形に見

受けられてしまう部分が多々あるかと思うのです。これはどうしても

外に出る数字なので、市の方、市にお住まいの方はわからないかもし

れないのですけれども、保険者側から見れば、この数字はおかしいの

ではないかという数字に見受けられる部分が多々ありますので、努力

をお願いしたいなというところでございます。 

 また２点目のデータヘルスでの目標数値なのですけれども、今手元

に資料がなくて、２０数％くらいだと思うのですけれども。 

 だと思います。国が出しているのがそのくらいだと思ったので。 

 なので、数字としてかなり乖離があるということは、非常に。 

 だから２０％だとすると、今のままだと、とてもきつい数字ですよ

ね。 

 そうですね。課題として重いものであることは、十分に考えてござ

います。 

 すみません、そのあたり、いろいろな策を練っていただいて。です

から保険事業費という形のところを、使っているところでありますけ

れども、そのあたりのところをもう少し費用を増やして、努力してい

かないと、これから先まずいのではないのかなというところの目線

で、やっていただければと、お願いごとになりますけれども、よろし

くお願いいたします。 

 貴重なご意見、どうもありがとうございます。 
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 次回の会の時に、今のご質問というのを大事に受け止めて、答えら

れるものは答えるとか、資料を揃えるとかね。次回の会の時に、今の

ご質問は非常に大切なことだと思いますので、できれば揃えられれ

ば。またその方向性と言いますか。実行も大事ですから、よろしくお

願いします。 

ほかに、どうでしょうか。よろしいですか。それでは、なければ

「日程第４ その他」を終了とさせていただきます。 

 以上をもちまして、本日の日程をすべて終了とさせていただきま

す。本日の運営協議会はこれで閉会とさせていただきます。本日はあ

りがとうございました。 

 


